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子ども・子育て支援法に基づく特定乳児等通園支援事業に係る利用定員の設定について 

 

  こども誰でも通園制度（以下「乳児等通園支援事業」という。）は，令和７年度（2025

年度）に子ども・子育て支援法（以下「法」という。）に基づく地域子ども・子育て支

援事業として制度化し，令和８年度（2026 年度）から法に基づく新たな給付（乳児等

支援給付）として全国の自治体において実施となります。 

乳児等通園支援事業の定員を定めることについて，法第５４条の２第３項に基づき，

子ども・子育て会議の意見を聴取いたします。 

 

＜令和８年度（2026 年度）に利用定員を設定する施設＞ 

    （令和８年（2026 年）４月１日開始予定） 

 

 

令和8年(2026年)3月19日 

函館市子ども・子育て会議資料 

資料１ 
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子ども・子育て支援法（一部抜粋） 

 

第三款 特定乳児等通園支援事業者 

（特定乳児等通園支援事業者の確認） 

第五十四条の二 乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者で

ある旨の市町村長の確認を受けることができる。 

２ 前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳

児等通園支援事業所（乳児等通園支援を行う事業所をいう。第五十五条第二項第一号及び第二

号並びに第五十六条第一項において同じ。）ごとに、支給対象小学校就学前子どもに係る乳児

等通園支援の利用定員を定めて、市町村長が行う。 

３ 市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の

合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの

保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 


